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堺市立福泉中学校 



(令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日)

月 日 曜 会 議 及 び 行 事 内 容

4 木 第７８回入学式　来賓参列なし

5 金 三小学校入学式　来賓参列なし

新旧役員会、新旧運営員会引き継ぎ、オープンスクール(4/19～4/21)、ＰＴＡ総会

10 金 運営委員会

堺市ＰＴＡ協議会総会

学級委員総会、学級委員会　　各委員会ごとで開催

部活動懇談会　各部活動ごとで実施

堺市教育会協議会

3 水 堺市一斉登校指導

5 金 運営委員会

19 金 安全美化委員会校内大掃除

6 金 運営委員会

27 金 ＰＴＡ研修旅行

堺市中学校ＰＴＡ協議会中央研修会

10 25 金 第７７回体育大会　受付

1 金 運営委員会

14 木 合唱コンクール　展示見学　受付

29 金 PTA新聞『福泉』発行87号発行　tetoru配信

堺市中学校ＰＴＡ協議会中央研修会 （じばしん）

7 金 運営委員会

12 木 PTA新聞『福泉』発行88号発行　tetoru配信

14 木 第７８回卒業証書授与式　　来賓参列

18 火 小学校卒業証書授与式（各小学校）　　来賓参列なし
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運営委員名 氏  名 生徒名 小学校区

1 会　長 吉田 高志 真菜 上

2 副会長 浅野 美穂 和穂 福泉

3 副会長 田中　みかは 仁琥 福泉

4 書　記 田端　千枝 花歩 上

5 会　計 西口 智美 颯人 上

6 会計監査 山戸　理恵 ひかり 福泉

7 研修委員長 入星　玉絵 和佳奈 福泉

8 研修副委員長 福間　美津恵 晟太 福泉

9 研修副委員長 山本　三恵子 結楓 福泉

10 研修副委員長 森　明子 心音 福泉

11 研修副委員長 田中　啓子 菜々実 福泉

12 研修副委員長 畠山　裕美 隼 福泉

13 安全美化委員長 北野 奈美 紗希 上

14 安全美化副委員長 山本 礼子 蘭暖 福泉

15 安全美化副委員長 伊東 ちほ 愛莉 福泉

16 安全美化副委員長 河島 一代 由依 福泉

17 安全美化副委員長 山本 智代 愛莉 福泉

18 安全美化副委員長 井上 美保 夏々花 福泉

令和７年度PTA役員及び運営委員候補者一覧



 

令和７年度ＰＴＡ事業計画 (案) 
 

堺市立福泉中学校ＰＴＡ 

種 別 行    事  内     容 

会議 

役  員  会 必要に応じ 役員･各種委員会代表 

運営委員会 
原則として

隔月開催 
事業の計画 

学年委員会 必要に応じ 

問題行動(いじめ、不登校､暴力行

為、喫煙 無免許運転、深夜徘徊等)

の早期解決への情報交換等 

研修委員会 必要に応じ 研修事業の計画立案･運営 

広報委員会 必要に応じ tetoru にて配信する内容のとりまとめ 

安全美化委員会 必要に応じ 
堺市一斉登下校指導のお手伝い・ 

校内美化活動 

事業 社 会 見 学 年一回 会員の研修 

研修 

会員研修会 必要に応じ 
堺市中学校 PTA 協議会･校内 PTA

研修会等に参加 

指導者研修会 年三､四 回 
堺市中学校 PTA 協議会中央研修会

参加・外部研修会等に参加 

その他 

役員指名委員会 必要に応じ 次年度役員推薦活動 

保護者懇談会 必要に応じ  

福泉中学校区健全育成協議会 年一、二回 校区､小､中､高の連携 

 





PTA慶弔規定 
堺市立福泉中学校 PTA 

(平成 7年 4月改定) 

慶の部 
区  分 金  額 備         考 

結  婚 ５，０００円 学校職員の結婚 

出  産 ５，０００円 運営委員、学校職員及び配偶者の出産 

 

弔の部 

種 類 対  象 香 儀 連 絡 
会   葬 

P T A 職 員 生 徒 

役 員 

運営委員 

本 人 

配偶者 

樒一対と 

10,000円 
全会員 運営委員 

学校代表担任 

当該学年代表 

生徒会代表 

学級代表 

父、母、子、 

同居の義父母 

樒一対と 

5,000円 
運営委員 PTA代表 〃  

会 員 
本 人 

配偶者 

樒一対と 

5,000円 
全会員 運営委員 〃 

生徒会代表 

学級代表 

生 徒 本 人 
樒一対と 

10,000円 
全会員 運営委員 

学校代表 

当該学年全員 

生徒会代表 

当該学年代表 

当該学級全員 

学校職員 

本 人 

配偶者 

樒一対と 

10,000円 
全会員 運営委員 全職員 

生徒会代表 

当該学年代表 

当該学級代表 

父、母、子、 

同居の義父母 

樒一対と 

5,000円 
運営委員 PTA代表 職員代表  

＊教職員・生徒の会葬は授業に支障のないことを原則とする。 

＊会葬は大阪府内とし、それ以外のところは弔電とする。 

 

見舞の部 
対  象 金  額 備          考 

生  徒 ５，０００円以内 
正規の時間中(登下校も含む)負傷し、入院治療 10

日以上、病気治療 1ヶ月以上 

役員・運営委員 ３，０００円以内 10日以上の病気入院 

学校職員 ３，０００円以内 病気、負傷 10日以上の欠勤者 

＊備考 その他必要が生じた場合は役員会にはかる。 



堺市立福泉中学校 PTA 規約 
     【名称及び事務所】 

第 1 条 この会は福泉中学校 PTA と呼ぶ｡ 

第 2 条 この会の事務所を福泉中学校(以下学校と呼ぶ)内におく。 

     【目的】 

第 3 条 この会は生徒の健全な育成を図ることを目的とし 

     1.家庭学校及び地域における教育を理解し振興する。2.地域の教育環境をよくする。 

     3.生徒の校外における生活の指導にあたる。4.会員相互の親睦を図るとともに研修 

      に努める。 

     【方針】 

第 4 条 この会は民主的な教育団体として活動する。 

     1.生徒の福祉増進のために活動する他の団体及び機関に協力する。 

     2.特定の政党宗派にかたよらず、もっぱら営利を目的とする行為を行わない。 

     3.学校の人事及び管理に干渉しない。 

     4.自主的任意団体であって他のいかなる団体もしくは他の機関の支配統制干渉を受 

       けない。 

     【会員】 

第 5 条 この会の会員となることができるものは次の通りである。 

     1.学校に在籍する生徒の父母又はこれに代わるものとする。(以下保護者と呼ぶ) 

     2.学校に勤務する校長・教頭及び教職員。 

     【会計】 

第 6 条 この会の活動に必要な経費は会費及びその他の収入によって支弁される。 

       会費は 1 人につき年額 4200 円とする。 

第 7 条 この会の会計はすべて総会において認められた予算に基づいて行われる。 

第 8 条 この会の会計は会計監査を経て総会に報告されなければならない。 

第 9 条 この会の会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。 

     【役員】 

第 10 条 この会の役員は次の通りとする。 

      1.会長  1 名      2.副会長 2 名      3.書記  2 名(内 1 名は教職員)  

      4.会計 2 名(内 1 名は教職員)       5.会計監査  1 名 

第 11 条 役員の任期は 1 年とする。但し再任を妨げない。 

第 12 条 役員の選出は次の方法で行う。 

      1.役員候補者は指名委員会によって指名され総会を経て選出される。 

      2.役員指名委員会は運営委員より 3 名(内 1 名教職員)小学校区役員 3 名の計 12 名 

        で構成する。 

      3.指名委員会は少なくとも各役員の定数の候補者を指名しなければならない。 

 



      4.役員の候補書の氏名はその氏名を発表する前に被候補者の同意を得なければなら 

        ない。 

      5.候補者の氏名は総会の 5 日前までに会員に知らせる。 

      6.新たに選ばれた役員の就任は年度初総会において行われる。 

第 13 条 役員は 2 つ以上の役職を兼務することはできない。 

第 14 条 役員が任期以内に辞職したときは運営委員会で審議補充することができる。 

         この場合の任期は前任者の残任期間としこれによる欠員は補充しない。 

第 15 条 役員の任務は次の通りである。 

      1.会長 イ 本会を代表し会務を司る。  ロ 総会・委員会を招集しこれを司会する。 

             ハ 他の役員及び校長の承認を得て運営委員会を委嘱する。 

             ニ 運営委員会の承認を  得て各委員会を委嘱する。 

      2.副会長 会長を補佐し会長不在の時はその代理を務める。 

      3.書記 イ 総会並びに運営委員会の議事及び本会の活動に関する重要事項を記録す   

                る。 

             ロ 本会の活動に関する諸種の記録通信その他の資料を保管する。 

      4.会計 イ 予算に基づいて一切の会計事務を処理する。 

             ロ 総会に於いて会計監査委員の監査を経た決算報告を行いその承認を得る。 

      5.会計監査 会計が正常に運営されているか監査し、又はその結果を総会に報告する。 

     【委員】 

第 16 条 この会の委員は次の通りとする。 

      1.研修委員長・副委員長及び委員      2.広報委員長・副委員長及び委員 

      3.安全美化委員長・副委員長及び委員  4.各学年委員長・副委員長及び委員 

      5.会計監査・副委員長及び委員 

     【総会】 

第 17 条 総会はこの会の最高決議機関で全会員を以って構成される。 

第 18 条 総会は年 1 回開かれる。但し運営委員会で必要と認めたとき、又は全会員の 

         3 分の 1 以上の要求があった場合には会長は総会を開かなければならない。 

第19条 総会の定足数は全会員の3分の1以上とし決議はその過半数の同意を必要とする。 

第 20 条 次の事柄は必ず総会に計らなければならない。 

      1.役員の選出並びに辞任の承認       2.予算決議の承認 

      3.規約の改正                       4.その他重要事項 

第 21 条 委員会には常任委員会と特別委員会とがある。 

第 22 条 常任委員会には次の委員会がある。 

      1.研修委員会  会員相互の研修活動に努め、講演会、社会見学会、各種研修教室を 

        開く。 

      2.広報委員会 PTA 諸活動の広報に努め、広報誌『福泉』の発行活動を行う。 

      3.安全美化委員会  生徒及び会員の安全教育の推進、校外補導、校内外の美化、     

        その他、健全育成のための諸行事を行う。 



 

      4.学年委員会 学級担任と会員並びに会員相互の連絡を密にし、学級の教育活動の促  

        進に努めると共に学校と協力して校外での生徒の健全育成に努める。 

      5.運営委員会 PTA 役員・各委員会の委員長並びに副委員長、教職員代表で組織し会

の運営にあたる。 

第 23 条 臨時の必要に応じ運営委員会は特別委員会をもうける事ができる。 

第 24 条 委員会はどのような事業計画も運営委員会に計らなければならない。 

第 25 条 この会は、必要に応じて PTA 活動支援のための顧問を置くことができる。 

    顧問の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。 

 

     【付則】 

本規約は平成 7 年度 PTA 総会(4 月 24 日)を経てこれを改正施行する。 

本規約は平成 16 年度 PTA 総会(4 月 22 日)を経てこれを改正施行する。 

本規約は平成 17 年度 PTA 総会(4 月 22 日)を経てこれを改正施行する。 

本規約は平成 23 年度 PTA 総会(4 月 22 日)を経てこれを改正施行する。 

本規約は平成 25 年度 PTA 総会(4 月 19 日)を経てこれを改正施行する。 
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